
目

次

告

示

○
青
森
県
企
業
・
団
体
等
パ
ネ
ル
調
査
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
統
計
分
析
課
）
…
一

○
救
急
病
院
の
設
置
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
一

○
特
定
行
為
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
二

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

青
森
県
企
業
・
団
体
等
パ
ネ
ル
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査
条
例

（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

調
査
の
目
的

本
調
査
は
、
県
民
の
所
得
向
上
や
県
内
事
業
者
の
労
働
力
確
保
対
策
を
通
じ
て
、
人
口
減
少
社

会
に
お
い
て
も
地
域
経
済
の
持
続
的
発
展
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
必
要
と
な
る
県
内
企
業
及
び
団

体
等
の
活
動
実
態
を
継
続
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
に
住
所
又
は
事
務
所
を
有
す
る
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項

㈠

決
算
及
び
見
通
し
等
に
関
す
る
事
項

㈡

経
営
計
画
に
関
す
る
事
項

㈢

設
備
投
資
に
関
す
る
事
項

㈣

販
路
に
関
す
る
事
項

㈤

事
業
承
継
及
び
Ｍ
＆
Ａ
に
関
す
る
事
項

㈥

人
材
採
用
等
に
関
す
る
事
項

㈦

賃
上
げ
の
状
況
に
関
す
る
事
項

㈧

そ
の
他
事
業
者
の
動
向
に
関
す
る
事
項

２

基
準
と
な
る
期
日

毎
年
六
月
一
日
現
在
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

事
業
者
の
長
又
は
管
理
責
任
者
と
す
る
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

知
事
が
別
に
定
め
る
調
査
票
を
郵
送
又
は
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
配
付
し
、
事
業
者
が

青
森
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
青
森
県

条
例
第
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
回
答
す
る
方

法
と
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

報
告
を
求
め
る
事
項
の
基
準
と
な
る
期
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第1059号令和８年４月30日 木曜日

第
千
五
十
九
号

令
和
八
年四

月
三
十
日

（
木
曜
日
）



医
療
法
人
雄
心
会
青
森

新
都
市
病
院

青
森
市
石
江
三
丁
目
一

令
和
十
一
年
四
月
三
十
日

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二二〇〇〇

〇四七

令
和八･
四･一七
青
森
県

青
森
市
長

島
一
丁
目

一
の
一

青
森
県
立

青
森
聾
学

校

青
森
市
安

田
字
稲
森

一
二
五
の

一

令
和八･
四･二一

青
森
県
告
示
第
三
百
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

特
定
非
営
利

活
動
法
人
と

ら
い
は
あ
と
三
戸
郡
三
戸
町
大

字
同
心
町
字
熊
ノ

林
一
一
の
九
〇

児
童
発
達

支
援

児
童
発
達
支

援
事
業
所
Ｍ

ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｌ

ｙ

三
戸
郡
三
戸
町
大

字
同
心
町
字
熊
ノ

林
一
一
の
九
〇

令
和八･
五･
一
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
四
円
九
十
五
銭


